
言語指導、読み書き、聞き取
り、計算、ソーシャルスキル、
コミュニケーション、視覚認
知、感覚統合などの指導

自立活動って
具体的には 
どんなことを
するの…？

第５号                  

通級指導教室は、通常の学級に在籍する児童・生徒に対して、特性や障害等に応じた特別の指導を行う教室で
す。学校生活や学習上の困難を改善又は克服するための自立活動等を行い、生きる力を育むことを目的としてい
ます。 

対象となる児童・生徒の状態や伸ばしたい力に合わせて、
通級指導教室担当教員を中心に、担任や特別支援教育コー
ディネーター、保護者等が連携し、効果的な指導（自立活
動等）を行います。 
方法としては、個別指導やグループ指導があります。 

自校通級 … 在籍する学校に通級指導教室が設置されており、その教室に通って指導を受ける形態 
他校通級 … 在籍する学校に通級指導教室が設置されておらず、他の学校に設置されている通級指導教室

にて放課後等に指導を受ける形態（※保護者の送迎が必要） 
巡回指導 … 通級による指導の担当教員が、該当する児童生徒のいる学校に赴き、指導を行う形態 

令和 5年度 東大阪市の通級指導教室設置校について 

小学校 17校 

（19学級） 

中学校 6校 
（6学級） 

に設置されています。

例えば 
➜ 集団の中で一緒に活動することが苦手         

➜落ち着きがなく、学習に集中しにくい   
➜友だちとのコミュニケーションをうまくとりにくい   
➜特定の学習が苦手 
➜こだわりが強く、気持ちの切り替えが難しい      
➜話すときにつかえたり、同じ音やことばをくり返したりする

縄手小、枚岡東小、石切小、石切東小、成和小、弥栄小、若江小、花園北小、荒川小、
高井田東小、森河内小、楠根小、小阪小、弥刀東小、長瀬西小、大蓮小、桜橋小

縄手中、石切中、盾津中、英田中、若江中、布施中

特別な指導

学校生活や 
学習上の困難を
改善・克服する
ための自立活動
等を実施 

通級指導教室を活
用したい場合など、詳
細については在籍す
る学校又はお住いの
地域の学校までお問
い合わせください。 

東大阪市教育委員会 学校教育推進室  令和５年１１月 7日 
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子ども家庭庁は毎年11月を「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間としています。 
子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。全ての子
どもは「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られる
ことなどを保障される権利があります。 
令和４年度の全国の児童相談所（大阪府では「子ども家庭センター」という名称です）への児童虐待相談件数は
２１万９１７０件であり、過去最多となっていて、幼い命が失われる痛ましい事案も発生しています。 
このような状況から令和２年度４月には児童福祉法等が改正され、しつけと称した体罰が禁止されました。 
皆様の電話一本の相談・通告によって救われる子どもの命があります。子育てに悩み苦しむ保護者への支援に
つながります。法律によって通告者や通告内容に関する秘密は守られます。匿名での通告もできます。 
「児童虐待かも…」と思ったら「189」へ連絡をお願いします。 

（市）子ども見守り相談センター：06-4309-3197 （市）子育て相談ダイヤル：0800-300-7920（24 時間無料） 
（府）東大阪子ども家庭センター：06-6721-1966 （全国）児童相談所共通ダイヤル『189（いちはやく）』 

９月９日（土）、東大阪市立日新高等学校にて、第 28 回東大阪市中学生英語プレゼンテーション大会が行われ
ました。第 27回まで実施されてきた東大阪市中学生英語暗唱大会の目的とその成果を継承し、『自分が本当に 
伝えたいことを英語で表現する』発表の場として、今年度からプレゼンテーション大会に移行実施されました。 

各中学校の代表 1名が参加し、学校生活、自分の好きなことや人物など日常的な話題から、平和や環境問題など
社会的な話題についてまで、多様なプレゼンテーションを披露しました。トピックに対する自分の考えを、自分
の経験と関連付けながら、理由と根拠を持って生き生きと表現していました。また、英語の発音、強弱、音のつ
ながりを意識しながらも、ジェスチャーやアイコンタクト等、英語以外の表現も大変豊かで、聞き手の心を大き
く揺さぶる発表でした。スピーチを終えた後には、日新高校のＡＥＴより、発表内容に関する質問がありました
が、即興の質問にも、自分の考えを理由や具体例などとともに答える様子も見られ、会場を大いに沸かせました。
今後『英語で自分の気持ちや考えを伝え合う活動』をさらに充実させる取組みを通して、英語を使って主体的に
コミュニケーションを図る態度を育成していきます。 

令和５年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語

「あなたしか 気づいてないかも そのサイン」 

体罰によらない子育て 
啓発資料 

「オレンジリボン・児童虐待防止
推進キャンペーン」について
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第 28 回 東大阪市中学生英語プレゼンテーション大会

【目的】 
◎英語に対する学習意欲を高める。 
◎英語で自分の考えや気持ちを伝える機会を通して、 
  コミュニケーション能力を高める。 

【テーマ】 My Voice 

～私だけが伝えられる私の思い～ 発表資料をもとに、テーマについて３分間の 
プレゼンテーションを行いました。 


